別表第1（第2条）　財産管理者指定表

	区　　　　　　　　　　　　　　　　　分
	財産管理者

	公有財産
	行政財産
（公用又は公共の用に供する
目的で取得したものを含む。）
	公共財産
	本庁
	財政担当課長

	
	
	
	その他
	[bookmark: _GoBack]所管の課長

	
	
	公共用財産
	所管の課長

	
	普通財産
	財産担当課長

	物品及び債権
	所管の課長

	基金
	財政調整基金
	財政担当課長

	
	その他の基金
	所管の課長



備考　（１）本表中「所管の課長」とは、当該財産に係る事務又は事業を所掌する課長とする。
（２）本表によりその所管が共合することとなる財産についての管理者は、町長が別に指定するものとする。



